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当院は厚生労働大臣の定めによる、白内障に罹患している患者に対す
る水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点レン
ズの支給を行う医療機関です。

 関係学会から示されている指針に基づき、眼鏡装用率の軽減効果

を有する多焦点眼内レンズの支給を適切に実施しております。

 多焦点眼内レンズは保険外併用療養費として保険診療の一部負

担金相当額とは別に、下記料金が必要となります。


